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平成 31 年浦安市教育委員会第２回定例会

Ⅰ．日 時 平成 31 年２月７日（木）

開 会 午後２時 00 分

閉 会 午後５時 20 分

Ⅰ．場 所 市役所４階 災害対策本部室

Ⅰ．進 行 教 育 長 鈴 木 忠 吉

Ⅰ．出 席 委 員 委 員 川 端 秀 仁

委 員 宮澤 ミシェル

委 員 舘 里 枝

委 員 宮 道 力

Ⅰ．出席説明者 教 育 総 務 部 長 岡 部 浩

教 育 総 務 部 次 長 本 田 恭 代

教 育 総 務 部 次 長 大 友 隆 司

教育総務部副参事（教育総務課長） 泉 澤 昭 一

教育総務部副参事（教育政策課長） 醍 醐 恵 二

教育総務部副参事（学務課長） 鈴 木 孝 一

教育総務部副参事（保健体育安全課長） 長 島 功 行

生 涯 学 習 部 長 八 田 吉 浩

生 涯 学 習 部 次 長 高 梨 晶 子

教 育 施 設 課 長 須 賀 真

千鳥学校給食ｾﾝﾀｰ第一・第二・第三調理場所長 前 田 唯 一

学 務 課 主 幹 鈴 木 明 美

指 導 課 主 幹 島 村 淳 一

保 健 体 育 安 全 課 主 幹 亀 山 さゆり
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生 涯 学 習 課 長 島 﨑 浩 一

青 少 年 セ ン タ ー 所 長 小 澤 浩 一

市 民 ス ポ ー ツ 課 長 望 月 勇 人

郷 土 博 物 館 長 五十嵐 昭 彦

高 洲 公 民 館 長 宇田川 幸 男

中 央 公 民 館 長 堀 木 和 久

堀 江 公 民 館 長 須 賀 満

富 岡 公 民 館 長 三 浦 正 志

当 代 島 公 民 館 長 宇田川 知 久

中 央 図 書 館 長 加 藤 竜 治

生 涯 学 習 課 主 幹 斉 藤 恭 一

美 浜 公 民 館 長 本 多 浩 美

保 育 幼 稚 園 課 管 理 係 長 布 施 達 志

保育幼稚園課認定・入園係長 多 田 洋 平

Ⅰ．傍 聴 人 １名

Ⅰ．案 件

第１．会議録の承認

１．平成 30 年浦安市教育委員会第 12 回定例会会議録の承認について

第２．教育長からの一般報告

第３．審議事項

議案第１号 平成30年度一般会計に係る補正予算について

議案第２号 平成31年度一般会計に係る当初予算について

議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について
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議案第４号 浦安市営プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第５号 浦安市球技場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第６号 浦安市武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第７号 浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第８号 浦安市奨学支援金支給条例の一部を改正する条例の制定について

議案第９号 浦安市奨学資金貸付条例を廃止する条例の制定について

議案第10号 浦安市就学援助費支給規則の制定について

議案第11号 浦安市特別支援教育就学奨励費支給規則の制定について

議案第12号 浦安市教育委員会公文書管理規則の一部を改正する規則の制定に

ついて

第４．協議事項

１．平成 31 年(2019 年)度教育施策(案)について

２．浦安市学校規模・適正化基本方針(案)について

第５．報告事項

２．行事・会議報告

(1) 平成 30 年度市民演奏会開催報告

(2) 平成 30 年度浦安市成人式開催結果

(3) 平成 30 年度第２回臨時社会教育委員会議開催報告

(4) 第 28 回東京ベイ浦安シティマラソン実施報告

(5) 平成 30 年度第５回浦安市公民館運営審議会開催報告

３．その他・報告事項

(1) 教育委員会共催・後援行事一覧

(2) 第２次生涯学習推進計画／スポーツ推進計画の骨子案について
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(3) 浦安市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

(4) 浦安市民プラザの設置及び管理に関する条例および浦安市音楽ホールの

設置及び管理に関する条例の消費税法等の改正に伴う使用料の見直しに

ついて

(5) 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）

(6) 専決処分の報告について（訴えの提起について)

第６．その他
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開 会 （午後２時 00 分）

鈴木教育 長 これより平成 31 年浦安市教育委員会第２回定例会を始める。

議事の第１．会議録の承認である。

１．平成 30 年浦安市教育委員会第 12 回定例会会議録について、承認

いただけるか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、平成 30 年浦安市教育委員会第 12 回定例会会議録は

承認された。

なお、会議録の承認に当たり、会議録署名委員を宮澤委員にお願いす

る。

次に、議事の第２．教育長からの一般報告に移る。

本日は、６点について報告する。

１点目は、野田市で発生した小学校女児の虐待死についてである。子

どもからＳＯＳが出されていたにも関わらず、学校関係者や県、市の行

政機関が子どもの命を守ることができなかった痛ましい事件である。本

市においては、市長より不当な要求や圧力により、子どもの命を守れな

かったことに対する憤りと、学校現場においても、不当な要求や圧力に

対しては、たとえ家族であっても毅然とした対応で、子どもたちの命を

守る強い姿勢で臨んでほしいと指示を受けた。そのため、校長研修およ

び、園長会議において、私より依頼したところである。また、教育委員

会では、毎月、長欠児童生徒への対応の報告を受けているが、最終の目

視が、１か月以上開いてしまっている対象者が 20 名ほどいるため、対

象者のいる学校長に家庭訪問をするなどの目視を依頼した。引き続き、

長欠児童生徒に対する対応や要保護児童対策地域協議会で報告される

児童生徒への対応も注視していきたい。

２点目は、２月４日に開催された教職員県外派遣研修生報告会につい

てである。当日は、宮澤委員、舘委員にも出席いただき、認定こども園
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教諭１名と、小学校教諭３名の計４名の先生方による県外派遣研修の報

告が行われた。この教職員県外派遣研修は、昭和 55 年度より教職員の

指導力の向上、教育改善、教育振興を図ることを目的に実施してきたも

ので、今年度で 38 回目となる。それぞれの先生方が自分自身の研修テ

ーマや所属する学校・園の研究テーマをもとに、全国で進んでいる地域

や学校を視察して、課題解決のため、研修を深めるものである。幼児教

育部門では、異年齢交流を深めるための教師の援助のあり方を求めるた

め長野県松本市に、小学校教育部門では、教科体育で佐賀県の全国学校

体育研究発表校に、外国語・英語教育では、京都府宇治市に、特別の教

科道徳では、秋田県秋田市へとそれぞれ推進地の視察や学校参観で得た

ものをまとめた報告であった。４名ともに資料が良くまとめれらており、

短時間の発表ではあったが、プレゼンテーションもわかりやすいもので

あった。どのテーマも本市にとって重要な課題であることから、今回の

研修が４名の先生方の個人に留まるのではなく、校内や中学校区内にお

いて、広げていただきたいと願っている。また、教育委員会の各種事業

においても、参考となるものが多かったので、今後、活用していきたい。

次年度以降については、日程や選考を含め、見直しを図っていきたいと

考えている。

３点目は、１月 31 日に開催された第３回いじめ対策調査委員会につ

いてである。当日は、本市のいじめ防止基本方針の点検評価について、

各委員より意見をいただいた。本市のいじめの実態把握について、学校

間の格差があり、把握の方法やいじめの対象率のとらえ方に課題がある

と指摘を受けた。今後は、生徒指導主任会議や研修会等において、定義

の確認や統一をどのように図っていくかを協議してきたいと考えてお

り、詳細は、第３回定例会にて報告させていただく。

４点目は、１月 30 日に開催された浦安小学校創立 130 周年式典につ

いてである。当日は、浦安小学校体育館において、学区内のこども園、

小中高等学校の校長先生や自治会長、民生委員、地域の関係各位、また、

歴代の校長先生方、そして、子どもたちや保護者と一緒にお祝いをした。

式典は、浦安小学校ならではの特設部活動であるお囃子部の演奏で幕が
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開き、また、長年、紙芝居づくりで浦安小学校に関わっていただいた専

門家の先生に、全校児童が書いた詩や俳句、作文などを「私たちの浦安」

という合作の詩にしていただき、当日は、それを全校児童で群読した。

さらに吹奏楽部の演奏や、メッセージカードを付けた風船を飛ばすなど

行った。そして、廊下には、明治・大正・昭和時代に撮影された写真な

どが掲示され、改めて浦安小学校の伝統を感じた一日であった。

５点目は、１月 23 日に開催された第 40 回浦安地区公立幼稚園・こど

も園ＰＴＡ連絡協議会研究大会についてである。研究テーマは、「お母

さん、子育てを楽しんでいますか。ポジティブに生きよう」と題し、元

白百合女子大学非常勤講師で、心理カウンセラーの早乙女紀代美氏に講

演いただいた。これまで、この研究大会は、講演会が主であったが、今

回は各ＰＴＡの希望者によるグループ討論を取り入れ、グループの発表

をもとに講師から助言をいただくという形態をとった。グループの話し

合いで、母親の本音を聞くことができ、また、講師からの助言も各グル

ープからの質問形式であったため、具体的な話であったため、子育てに

悩む母親も安心されるよう感じた。若草認定こども園が事務局であった

が、事務局の負担感も少ない良い研究大会であったと思う。

６点目は、第 30 回五市合同技術・家庭科作品展の開催についてであ

る。１月 17 日から 22 日まで、千葉県立現代産業科学館の企画展示室で

第 30 回五市合同技術・家庭科作品展が開催された。展示された作品は、

中学生たちが技術家庭科の学習で作成した作品で、どの作品も出来栄え

が大変素晴らしく、各市を代表する作品であった。指導に携わっていた

だいた教員の指導力にも敬意を表したい思う。今の学習指導要領では、

技術家庭科や美術科、音楽科などの技能教科の時間数が、大幅に削られ

ている。技能教科は、ものづくりの大切さ、奥深さ、また、ものを作り

上げる緻密さ、こつこつと続けられる集中力、技のコツなど習得すべき

学習内容がとても豊富で、中学生という多感な時期こそ、このようなも

のづくりを大切にしたいと改めて感じたところである。

以上、教育長の一般報告とさせていただく。

議事に入る前に、あらかじめお諮りする。
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議事の第３．審議事項 議案第 1号から第９号及び議事の第５．報告

事項 ３．その他・報告事項(3)から(6)については、浦安市教育委員会

会議規則第 20 条ただし書の規定により、非公開として取り扱うことで

よろしいか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、議事の第３.審議事項 議案第 1号から第９号及び第５．

報告事項 ３．その他・報告事項(3)から(6)については、議事の第６．

その他の後、非公開で審議することとする。

では、議事の第３．審議事項に入る。議案第 10 号 浦安市就学援助

費支給規則の制定についてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第 10 号 浦安市就学援助費支給規則の制定について、岡部教育総務部長より説明が

なされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第 10 号について、質疑を行う。

委 員 今までと何か変わった点はあるのか。

鈴木学務課長 今までは内規であったが、今回、改めて、規則として制定する。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

これより、議案第 10 号の採決を行う。

議案第 10 号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）
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鈴木教育 長 異議がないので、議案第 10 号 浦安市就学援助費支給規則については、

承認された。

次に、議案第 11 号 浦安市特別支援教育就学奨励費支給規則の制定に

ついてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第11号 浦安市特別支援教育就学奨励費支給規則の制定について、岡部教育総務部

長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第 11 号について、質疑を行う。

何かないか。よろしいか。

これより、議案第 11 号の採決を行う。

議案第 11 号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第 11 号 浦安市特別支援教育就学奨励費支給規

則については、承認された。

次に、議案第 12 号 浦安市教育委員会公文書管理規則の一部を改正す

る規則の制定についてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第12号 浦安市教育委員会公文書管理規則の一部を改正する規則の制定について、

岡部教育総務部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第 12 号について、質疑を行う。

委 員 歴史的な資料とは、どのような文書を想定されているのか。
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泉澤教育総務課長 歴史的公文書として選別すべき公文書として検討しているのは、「市

の機関等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に

関する重要な情報が記録された文書」、「市民の権利及び義務に関する

重要な情報が記録された文書」、「市民を取り巻く社会環境、自然環境

等に関する重要な情報が記録された文書」、「市の歴史、文化、学術、

事件等に関する重要な情報が記録された文書」、「市・地域社会として

記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大

きく、市全体として対応し、その教訓が将来に生かされるような政策事

項等に関する文書」としている。

鈴木教育 長 歴史的な文書というと、昔の古文書のようなものを思い浮かべるが、

近現代に行政で話し合われてきたことも次世代にとって重要な文書に

なる。浦安は、埋立てによって開発されてきた。その経緯も歴史的な資

料になり得るものだと思う。

ほかにないか。よろしいか。

これより、議案第 12 号の採決を行う。

議案第 12 号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第 12 号 浦安市教育委員会公文書管理規則の一

部を改正する規則については、承認された。

次に、議事の第４.協議事項に入る。

協議事項１の平成 31 年(2019 年)度教育施策(案)についてを議題とす

る。

事務局の説明を求める。

協議事項１．平成 31 年(2019 年)度教育施策(案)について、泉澤教育総務課長より説明

がなされた。
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鈴木教育 長 ただいま説明がなされた平成31年(2019年)度教育施策(案)について、

意見をいただきたいと思う。

委 員 ５ページに「小学校高学年における一部教科担任制の導入」があるが、

具体的にどの教科が対象となるのか。

島村指導課主幹 小学校では、高学年に一部の教科をある先生に任せている学校が多い。

音楽は、専科があるので、専科の先生が受け持つ。また、学校によって

は、理科、図工、外国語、体育など一週間に行われる展開時間数が同じ

教科について教科担任制を導入している学校がある。例えば、３学級の

学年で、Ａ組の先生が図工を、Ｂ組の先生が理科を、Ｃ組の先生が体育

を、３学級受け持つ学校もある。

鈴木教育 長 例えば、２学級しかない学年では、１人の先生が社会科を、もう１人

の先生が理科を２学級受け持つ。４学級ある場合は、４人でそれぞれの

教科を受け持つ。また、１年間ではなく、この教科のある単元について

は、１人の先生がすべての学級を受け持つなどの取り組みもなされてい

る。市の教育委員会で教科を指定し、教科担任制を導入するという取り

決めはしていない。その学校の実情と担任する先生の力量に応じて、学

校で決めている。

委 員 浦安では、その方向で進めていくということか。

大友教育総務部次長 高学年においては、中学校への滑らかな接続や、多くの先生が子ども

たちを見ることで、生徒指導機能も果たすことができることから、市教

育委員会としては、教科担任制を推奨している。

鈴木教育 長 教育委員会としては、教科担任制を進めていきたいが、その実施につ

いては、学校の実情に合わせているところである。また、中学校では教

科担任制となることから、中一ギャップを解消する手立てとしても考え
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ている。高学年としているが、学校によっては、小学校４年生から教科

担任制を取り組む学校もある。

委 員 部活動推進事業で、「専門的な指導力を有する指導者を派遣し、部活動

の活性化を図る」とあるが、その指導者の選定方法や派遣の手順などを

教えていただきたい。

長島保健体育安全課長 例えば、吹奏楽部であれば楽器の使い手、バスケットボール部であれ

ばバスケットボールの経験を積まれた方などが、学校から推薦、申請さ

れ、それを保健体育安全課が受けて、教育委員会として指導者の指定を

している。担当顧問の指導力が不足する部分を補い、また、子どもたち

の安全、技術の向上に資する活動を行っていただいている。

委 員 指導者は、学校からの推薦ということか。

長島保健体育安全課長 学校からこの方に指導者になっていただきたいと申請がある場合も

あれば、学校からこういった分野の指導者に来ていただきたいと要望を

受け、保健体育安全課から体育協会などに紹介していただくこともある。

委 員 浦安の場合は、様々な能力をお持ちの方が、地域にたくさんお住まい

になっている。ぜひ、生徒が豊富な経験を積むことができるよう地域の

人材を活用していただきたいと思う。

委 員 浦安独自の工夫として、市や学校全体の平均点の議論ではなく、例え

ば、分数や少数、掛け算ができないといった積み残しになっている子ど

もがいない教育を目指すことや、勉強が不得意でも学校生活を通じて、

何か一つ自分の自信につながるようなものを与えて卒業をさせるなど

の取り組みがあってもいいように思う。また、不登校の児童生徒が増加

する傾向にあるため、その具体的な支援については、もう少し考えてい

く必要がある。
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委 員 キャリア教育の推進については、子どもたちが、企業に行って仕事の

お手伝いをさせていただくことも、もちろん大切なことだと思うが、子

どもたちの将来を考えると、子育ても一つのキャリアと捉えることがで

きると思う。最近の児童虐待事件では、親が親になり切れていないとい

う事象があり、ライフキャリアという広い視点も取り入れた入れたキャ

リア教育がなされることも必要なのではないかと思う。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

次に、協議事項２の浦安市学校規模・適正化基本方針(案)についてを

議題とする。

事務局の説明を求める。

協議事項２．浦安市学校規模・適正化基本方針(案)について、醍醐教育政策課長より説

明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた浦安市学校規模・適正化基本方針(案)につい

て、意見をいただきたいと思う。

委 員 児童生徒数の推移をきちんと把握し、対策がなされているが、どの時

点で対策をとるのか、そのタイミングがというのが難しいと感じた。

委 員 明海南小学校の児童数が急激に減少している。創立時に平成の寺子屋

で同校と関わっており、とても子どもの数が多い印象だったが、数年の

間でこんなにも児童が少なくなってしまったことに驚いている。日の出

地区については、児童の急激な減少はみられないので、もしかすると明

海地区の１家庭当たりの子どもの数が、日の出地区に比べると少ないの

かもしれない。これは、教育委員会というよりも市の施策として、複数

の子どもが持てるような取り組みがなされなければ、今後の学校運営が、

難しくなるように思う。反対に、南小学校の児童数は多く、増築が余儀

なくされる状況である。先日、かつてご自身が、南小学校、堀江中学校
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を卒業されたという知人から、今は学区の変更により、子どもを舞浜小

学校、見明川中学校に通わせることとなり、南小学校、堀江中学校の方

が、自宅から近いのに、なぜ、舞浜小学校、見明川中学校に通わせなけ

ればならないのかという意見を伺った。余裕のある学校に通わせた方が

よいのではないかと思う一方、日々の子どもの通学の負担を考えると悩

ましいところではあるが、保護者は、そういった情報を知らないため、

不満が募ってしまうように思う。

委 員 地域の中で、学校と子どもの人数にこれだけの差があることに、改め

て対策が必要であると認識した。明海南小学校は、新しい学校という印

象があったが、これだけ急激に児童数が減ったことに対する驚きと、そ

の原因は何なのかと感じた。学区の変更が必要になってくると思うが、

通学があまりにも遠くなってしまうことも問題となる。ただ、限りある

予算の中で、市民の理解が得られるよう適宜情報を公開していくことが

必要である。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

次に、議事の第５．報告事項に入る。

まず、１．行事開催案内については、本日、行事開催案内の報告はな

い。

次に、２．行事・会議報告に移る。

(1)から(3)及び(5)については、事前に配布した資料をもって報告と

させていただく。

(4)について事務局からの説明を求める。

(4) 第 28 回東京ベイ浦安シティマラソン実施報告について、望月市民スポーツ課長よ

り説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいまの報告に対する質問を受け付ける。

また、行事等に出席された感想もお願いしたい。
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委 員 成人式は、会場であるディズニーランドに向かう幹線道路の多くが渋

滞しており、私も教育長とともに会場まで走って向かったが、同じよう

に、振袖姿の新成人が小走りで会場に向かっていた。成人式に間に合わ

ない新成人もいたが、第２部に参加できるよう運営側でフォローがなさ

れ、安心した。また、東京ベイシティマラソンでは、ゲストランナーの

高橋尚子さんの人柄が素晴らしく、スタートの際にもランナーに様々な

助言されていた。ぜひ、来年もお願いしたいと思った。

委 員 成人式で、新成人の皆さんが立派に挨拶される姿をみて、浦安の教育

が良い方向に向かっていると改めて感じた。また、東京ベイシティマラ

ソンは、ゲストランナーの高橋尚子さんが参加され、ランナーたちの盛

り上がりが身近に感じられた。運営側も、大勢の参加者がいたにも関わ

らず、荷物の預かりをはじめ、スムーズであったように思う。参加され

たランナーの方数名に感想を聞いたところ、皆さん、満足されており、

良い大会であったと思う。

委 員 東京ベイシティマラソンの参加人数については、まだ、余裕はあるの

か。

望月市民スポーツ課長 コース設定、警備、交通規制なども関わってくる。今後、参加者数が

大幅に増えることはないと思う。

委 員 昨年と比べ参加者が増加したようだが、どの程度増加したのか。また、

10 キロの部は、大変人気があったと聞くが、どれほどの人気だったのか。

望月市民スポーツ課長 10 キロの部については、夜中の午前０時に受付を開始したところ、お

よそ 19 分で定員に達してしまった。また、３キロと 10 キロの部は、エ

ントリー数に対する出走者の人数が、昨年よりも増加した。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。
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次に、３．その他報告事項に移ります。

(1)については、事前にお配りした資料をもって報告とさせていただく。

(2)について、事務局からの説明を求める。

(2) 第２次生涯学習推進計画／スポーツ推進計画の骨子案について、島﨑生涯学習課長、

望月市民スポーツ課長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいまの報告に対する質問を受け付ける。

何かないか。よろしいか。

次に、議事の第６．その他に入るが、本日はその他の上程はない。

次に、各委員から何かあれば発言をお願いする。

委 員 １月 23 日に文部科学省で開催された市町村教育委員研究協議会に出

席した。まず、行政説明として、初等中等教育施策の動向について、話

がなされた。学習指導要領改訂のキーワードは、「地域に開かれた教育

課程」で、「防災」、「情報」、「外国語」については、より力を入れて取

り組むこと、また、地域の方々の力を借りてほしいとお話があり、サポ

ートスタッフやスクールロイヤーの活用に対する調査研究などについ

ても話されていた。改訂にあたっては、ゆとり教育において、ＰＩＳＡ

の結果が下がってしまったことに対する反省があると話をされていた

が、当時、ゆとり教育を受けて育ってきた子どもたちは、フォローがな

されないまま、すでに成人を迎えており、社会にでたときに「あなたは、

ゆとり教育世代だから」と揶揄されないか心配に思う。また、予算が減

っていることも気がかりであった。

後半は、「地域と学校の連携・協働について」がテーマの分科会に参加

した。講師は、地域学校協働活動推進室コミュニティスクール推進室長

で、以前よりコミュニティスクールに携わられてきた方であった。お話

しの中で、コミュニティスクールを実施している宮城県のある学校が、

震災時に地域住民との信頼関係が構築されていたことで、地域住民が中

心となって避難所運営がなされた事例を聞き、コミュニティスクールの
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良さを知ることができた。浦安市では、浦安高校がコミュニティスクー

ルであるが、小中学校では、千葉県でも僅かであったと思うので、コミ

ュニティスクールのメリットが見えてこなかったが、いざというときに、

大きなメリットとなることが分かった。

鈴木教育 長 来年度、教育委員会でコミュニティスクールを視察してもよいかもし

れない。

委 員 １月 22 日に市町村教育委員会連絡協議会の第２回研修会に教育長と

ともに出席した。「３．１１を学びに変える」をテーマに講演がなされ、

講師は、東日本大震災時に宮城県の中学校の教員で、また、大川小学校

で自身のお子様をなくされた方であった。あの時、大川小学校では、子

どもが校庭で整列していて、いつでも逃げられる状況であった。そして、

逃げるための時間も十分にあったにもかかわらず、組織として決断がな

されなかったために、多くの児童が命を落とすことになってしまった。

日本全国、どこでも被災地になり得るので、教育委員会、学校として、

どうのようにしなければならないかを考えさせられる研修であった。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

それでは、これより非公開案件の審議に入る。傍聴人の皆様も、退室

をお願いする。

非公開案件の審議に入る前に、暫時休憩とする。議事の再開は、４時

からとする。

（ 休憩 ）

議事の第３．審議事項 議案第１号から第９号及び議事の第５．報告事項、３．その他・

報告事項(3)から(6)については、教育委員会会議規則第 20 条ただし書きの規定により、非

公開の取り扱いとしていたが、平成 31 年２月８日に市長が市議会に議案を提出したため議

事録を公開する。
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鈴木教育 長 それでは、議事を再開する。

これより教育委員会会議規則第 20 条ただし書きの規定により、非公開

と決定した案件について、審議を行う。

案件は、議事の第３．審議事項 議案第１号から第９号及び議事の第

５．報告事項、３．その他・報告事項(3)から(6)である。

なお、浦安市教育委員会会議規則第 22 条の規定により、保育幼稚園課

管理係長、保育幼稚園課認定・入園係長が入室する。

議案第１号 平成 30 年度一般会計に係る補正予算についてを議題と

する。

事務局の説明を求める。

議案第１号 平成 30 年度一般会計に係る補正予算について、岡部教育総務部長、八田生

涯学習部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第１号について、質疑を行う。

何かないか。よろしいか。

これより、議案第１号の採決を行う。

議案第１号 平成 30 年度一般会計に係る補正予算について、事務局の

説明のとおり、これを承認することとしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第１号 平成 30 年度一般会計に係る補正予算に

ついては承認された。

次に、議案第２号 平成 31 年度一般会計に係る当初予算についてを議

題とする。

事務局の説明を求める。

議案第２号 平成 31 年度一般会計に係る当初予算について、岡部教育総務部長、八田生

涯学習部長より説明がなされた。
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鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第２号について、質疑を行う。

何かないか。よろしいか。

これより、議案第２号の採決を行う。

議案第２号 平成 31 年度一般会計に係る当初予算について、事務局の

説明のとおり、これを承認することとしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので議案第２号 平成 31 年度一般会計に係る当初予算に

ついては承認された。

次に、議案第３号に移るが、教育政策課長、教育施設課長、学務課長、

学務課主幹、指導課主幹、保健体育安全課長、保健体育安全課主幹、千

鳥学校給食センター所長、生涯学習課長、生涯学習課主幹、市民スポー

ツ課長、青少年センター所長、郷土博物館長、中央図書館長、保育幼稚

園課管理係長、保育幼稚園課認定・入園係長は退室してよい。

次に、議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、八田生涯学習部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第３号について、質疑を行う。

委 員 日中と夜間の料金が異なっていたものを統一するということか。

宇田川高洲公民館長 そうである。今までは夜間料金の設定があったが、料金の見直しを図

り、統一することとした。

委 員 新料金に改定し、どの程度収入が変わるのか。
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宇田川高洲公民館長 この条例改正は、平成 31 年 10 月施行となることから、変更分は６か

月となる。平成 29 年度の利用実績をもとに算出した結果、平成 29 年度

の使用料は、およそ 2,400 万円であったが、平成 31 年度については、

90 万円程度増額する見込みである。

八田生涯学習部長 今回の条例改正では、日中料金の２倍の金額で設定されていた夜間の

料金を減額し、その夜間料金の減額分を日中料金に上乗せしており、利

用者の少ない夜間の時間帯の料金を下げることで、利用者の増加を期待

するものである。先ほど、平成 31 年度の歳入として、90 万円の増額と

お伝えしたが、これは、平成 29 年度の利用状況をもとに積算している

ものとなるため、この料金改定によって、利用者が増えてくると、歳入

金額も変更になる予定である。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

これより、議案第３号の採決を行う。

議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、事務局の説明のとおり、これを承認すること

としてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定については承認された。

高洲公民館長、中央公民館長、堀江公民館長、富岡公民館長、当代島

公民館長、美浜公民館長は退室してよい。

なお、次の議題に移る前に、運営の都合上、議事の順番を入れ替える

こととしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）
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鈴木教育 長 異議がないので、議案第８号、議案第９号を先に審議したのち、議案

第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号の審議することとする。

議案第８号 浦安市奨学支援金支給条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第８号 浦安市奨学支援金支給条例の一部を改正する条例の制定について、岡部教

育総部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第８号について、質疑を行う。

委 員 改正するに至った経緯と、その理由について教えていただきたい。

泉澤教育総務課長 本市の奨学支援金支給制度は、学業成績が優秀で学習意欲があり、経

済的理由により修学が困難な者に対し、奨学支援金を支給することによ

り、その者の修学を容易にし、もって教育の機会均等に寄与することを

目的とする制度である。本市としては、この制度の充実を図るため、昨

年度は、成績優秀者に対し、支給金の加算を行うための改正を行った。

本年度については、引き続き、学校種の整理をするための検討をこれま

でしてきたところである。本市の現行条例の規定では、学校教育法に規

定のある高等専門学校の専攻科が大学等の金額の支給の対象外となる

ことから、専攻科に在籍している者、また、個別法で定めのある大学に

準じているものを加え、対象の充実を図ることとした。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

これより、議案第８号の採決を行う。

議案第８号 浦安市奨学支援金支給条例の一部を改正する条例の制定

について、事務局の説明のとおり、これを承認することとしてよろしい

か。
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（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第８号 浦安市奨学支援金支給条例の一部を改

正する条例の制定については承認された。

次に、議案第９号 浦安市奨学資金貸付条例を廃止する条例の制定に

ついてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第９号 浦安市奨学資金貸付条例を廃止する条例の制定について、岡部教育総部長

より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第９号について、質疑を行う。

委 員 廃止をする理由と、廃止に至った経緯について教えていただきたい。

また、奨学資金貸付条例を廃止することで影響が出てしまう人はいない

のか。

泉澤教育総務課長 本市の奨学金制度は、貸付制度と支給制度の２つの制度があり、平成

27 年度に支給制度を創設してから、毎年、貸付制度から返還のいらない

支給制度への一元化を浦安市奨学金制度検討委員会で検討を重ねてき

た。貸付制度と支給制度では、基準の違いなどにより、これまで奨学金

支給制度の検討や改正の内容といった議論にとどまっていたが、2020 年

４月開始予定の国による高等学校等の授業料の実質無償化や高等教育

の無償化による教育費の負担軽減制度の充実、また、他機関の奨学金の

充実や利用条件の緩和などにより、本市の貸付制度の役割は終えたもの

と考えたことから、奨学資金貸付条例の廃止に至ったものである。今後

は、支給制度にて、経済的理由により就学が困難な方に対して奨学の支

援を行っていきたいと考えている。また、廃止により影響が出る方はい

ないのかということについては、平成 30 年度に本市の貸付制度を利用

している方の保護者の収入を他機関の制度の収入基準と照らし合わせ
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てみたところ、本市で貸付を受けている方すべてが対象になることから、

本市の制度を廃止したとしても、今後、貸付を希望されている方への影

響は無いものと考えている。なお、現在貸付を利用している方、また、

平成 31 年度に新規の貸付を受ける方に対しては、経過措置を設け、正

規の修学年まで、継続して貸付制度が利用できるようにしたいと考えて

いる。

鈴木教育 長 奨学金の貸付であれば、社会福祉協議会や日本学生支援機構なども条

件が良いこともわかってきた。本市としては、貸付制度ではなく、支給

制度を充実してきたいと考えている。

ほかにないか。よろしいか。

これより、議案第９号の採決を行う。

議案第９号 浦安市奨学資金貸付条例を廃止する条例の制定について、

事務局の説明のとおり、これを承認することとしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第９号 浦安市奨学資金貸付条例を廃止する条

例の制定については承認された。

次に、議案第４号に移るが、市民スポーツ課長が入室する。

それでは、議案第４号 浦安市営プールの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、議案第５号 浦安市球技場の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

６号 浦安市武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第７号 浦安市都市公園条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とする。

案第４号から第７号まで一括して事務局から説明を求める。

議案第４号 浦安市営プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第５号 浦安市球技場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
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例の制定について、議案第６号 浦安市武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第７号 浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の

制定について、八田生涯学習部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第４号から議案第７号について、質疑を

行う。

武道館についてだが、９時から 11 時、11 時から１時といった使用時

間の区分をなくすということか。

望月市民スポーツ課長 今までは、使用する時間によって料金が異なっていたが、日中であっ

ても、夜間であってもコストは変わらないこと、また、市民の方からも

わかりやすいよう料金を統一する。なお、貸し出し時間の区分けについ

ては、従来と変わらない。

委 員 料金を改定することによって、利用率が下がることはないのか。

望月市民スポーツ課長 料金の改定により、利用者にどの程度影響がでるか、まだ、把握し切

れていない状況である。次年度の歳入については、実績よりも減額とな

る見込みとしている。

鈴木教育 長 浦安市は、近隣市と比べると利用料が安いということであったが、利

用料を改定すると近隣市と同等の料金となるのか。

望月市民スポーツ課長 今回、料金設定を１．５倍としても、まだ、近隣市よりも安い料金と

なっている。ただし、屋内水泳プールについては、施設コストどおり料

金を設定してしまうと、現在 520 円の料金が 720 円になってしまうため、

利用者負担や近隣市の状況などから、600 円と設定にした。

委 員 近隣市とはどこか。
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望月市民スポーツ課長 主に市川市、船橋市、江東区を参考にしている。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

これより、議案第４号の採決を行う。

議案第４号 浦安市営プールの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、事務局の説明のとおり、これを承認するこ

ととしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第４号 浦安市営プールの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については承認された。

次に、議案第５号の採決を行う。

議案第５号 浦安市球技場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、事務局の説明のとおり、これを承認すること

としてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第５号 浦安市球技場の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定については承認された。

次に、議案第６号の採決を行う。

議案第６号 浦安市武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、事務局の説明のとおり、これを承認すること

としてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第６号 浦安市武道館の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定については承認された。
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次に、議案第７の採決を行う。

議案第７号 浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につい

て、事務局の説明のとおり、これを承認することとしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第７号 浦安市都市公園条例の一部を改正する

条例の制定については承認された。

次に、議事の第５．報告事項に移るが、市民スポーツ課長は退出して

よい。生涯学習課長、生涯学習課主幹が入室する。

事務局の説明を求める。

(3) 浦安市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、(4) 浦安市民プラザの設置及び管理に関する条例および浦安市音楽ホールの設置及

び管理に関する条例の消費税法等の改正に伴う使用料の見直しについて、島﨑生涯学習

課長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいの報告に対する質問を受け付ける。

何かないか。よろしいか。

次に(5)に移るが、生涯学習課長、生涯学習課主幹は退室してよい。

指導課主幹が入室する。

(5)について、事務局からの説明を求める。

(5) 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）、島村指導課主

幹より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいまの報告に対する質問を受け付ける。

何かないか。よろしいか。

次に、(6)に移るが、指導課主幹は退室してよい。

保健体育安全課長、保健体育安全課主幹が入室する。
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事務局からの説明を求める。

(6)について、事務局からの説明を求める。

(6) 専決処分の報告について（訴えの提起について)、亀山保健体育安全課主幹より説

明がなされた。

鈴木教育 長 ただいまの報告に対する質問を受け付ける。

委 員 給食費の未納者は、減っている傾向にあるのか。

長島保健体育安全課長 滞納繰越分については、この３年間、20 数パーセントから 30 パーセ

ント強の徴収率で推移している。現年度分については、99.2 パーセント

の徴収率で、毎年 500 万円程度の滞納が発生することから、少しずつで

はあるが滞納繰越分が増えている状況である。

鈴木教育 長 訴えの提起の件数については、どのような傾向にあるのか。

長島保健体育安全課長 ここ３年間は、10 件から 17 件となっている。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

以上で、平成 31 年浦安市教育委員会第２回定例会を閉会する。

開 会 （午後５時 20 分）


